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二
十
一

権
利
管
理
情
報

第
十
七
条
第
一
項
に
規
定

す
る
著
作
者
人
格
権
若
し
く
は
著
作
権
又
は
第
八
十

九
条
第
一
項
か
ら
第
四
項
ま
で
の
権
利
（
以
下
こ
の

号
に
お
い
て
「
著
作
権
等
」
と
い
う
。）に
関
す
る
情

報
で
あ
つ
て
、
イ
か
ら
ハ
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該
当

す
る
も
の
の
う
ち
、
電
磁
的
方
法
に
よ
り
著
作
物
、

実
演
、
レ
コ
ー
ド
又
は
放
送
若
し
く
は
有
線
放
送
に

係
る
音
若
し
く
は
影
像
と
と
も
に
記
録
媒
体
に
記
録

さ
れ
、
又
は
送
信
さ
れ
る
も
の
（
著
作
物
等
の
利
用

状
況
の
把
握
、
著
作
物
等
の
利
用
の
許
諾
に
係
る
事

務
処
理
そ
の
他
の
著
作
権
等
の
管
理
（
電
子
計
算
機

に
よ
る
も
の
に
限
る
。）に
用
い
ら
れ
て
い
な
い
も
の

を
除
く
。）を
い
う
。

イ

著
作
物
等
、
著
作
権
等
を
有
す
る
者
そ
の
他
政

令
で
定
め
る
事
項
を
特
定
す
る
情
報

ロ

著
作
物
等
の
利
用
を
許
諾
す
る
場
合
の
利
用
方

法
及
び
条
件
に
関
す
る
情
報

ハ

他
の
情
報
と
照
合
す
る
こ
と
に
よ
り
イ
又
は
ロ

に
掲
げ
る
事
項
を
特
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と

と
な
る
情
報

第
二
条
第
七
項
中「
を
含
み
、「
上
演
」、「
演
奏
」、「
口
述
」

又
は
「
上
映
」
に
は
、」を
「
及
び
」
に
、「
、
口
述
又
は
上

映
」
を
「
又
は
口
述
」
に
改
め
る
。

第
三
条
第
一
項
及
び
第
二
項
中
「
又
は
第
二
十
六
条
の

二
」
を
「
、
第
二
十
六
条
の
二
第
一
項
又
は
第
二
十
六
条

の
三
」
に
改
め
る
。

第
四
条
第
一
項
中
「
第
二
十
六
条
」
を「
第
二
十
五
条
」

に
改
め
、「
演
奏
」
の
下
に
「
、
上
映
」
を
加
え
、「
、
展
示

若
し
く
は
上
映
」
を
「
若
し
く
は
展
示
」
に
改
め
、
同
条

第
三
項
中
「
若
し
く
は
第
二
十
六
条
」
を
削
り
、「
公
衆
送

信
、
口
述
若
し
く
は
上
映
」
を
「
上
映
、
公
衆
送
信
若
し

く
は
口
述
」
に
改
め
る
。

第
二
十
二
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
上
映
権
）

第
二
十
二
条
の
二

著
作
者
は
、
そ
の
著
作
物
を
公
に
上

映
す
る
権
利
を
専
有
す
る
。

第
二
十
六
条
の
見
出
中
「
上
映
権
及
び
」
を
削
り
、
同

条
中
「
公
に
上
映
し
、
又
は
」
を
削
る
。

第
二
十
六
条
の
二
を
第
二
十
六
条
の
三
と
し
、
第
二
十

六
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
譲
渡
権
）

第
二
十
六
条
の
二

著
作
者
は
、
そ
の
著
作
物
（
映
画
の

著
作
物
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。）を
そ

の
原
作
品
又
は
複
製
物
（
映
画
の
著
作
物
に
お
い
て
複

製
さ
れ
て
い
る
著
作
物
に
あ
つ
て
は
、
当
該
映
画
の
著

作
物
の
複
製
物
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同

じ
。）の
譲
渡
に
よ
り
公
衆
に
提
供
す
る
権
利
を
専
有
す

る
。

２

前
項
の
規
定
は
、
著
作
物
の
原
作
品
又
は
複
製
物
で

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
の
譲
渡
に
よ

る
場
合
に
は
、
適
用
し
な
い
。

一

前
項
に
規
定
す
る
権
利
を
有
す
る
者
又
は
そ
の
許

諾
を
得
た
者
に
よ
り
公
衆
に
譲
渡
さ
れ
た
著
作
物
の

原
作
品
又
は
複
製
物

二

第
六
十
七
条
第
一
項
若
し
く
は
第
六
十
九
条
の
規

定
に
よ
る
裁
定
又
は
万
国
著
作
権
条
約
の
実
施
に
伴

う
著
作
権
法
の
特
例
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
一

年
法
律
第
八
十
六
号
）
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

る
許
可
を
受
け
て
公
衆
に
譲
渡
さ
れ
た
著
作
物
の
複

製
物

三

前
項
に
規
定
す
る
権
利
を
有
す
る
者
又
は
そ
の
承

諾
を
得
た
者
に
よ
り
特
定
か
つ
少
数
の
者
に
譲
渡
さ

れ
た
著
作
物
の
原
作
品
又
は
複
製
物

四

こ
の
法
律
の
施
行
地
外
に
お
い
て
、
前
項
に
規
定

す
る
権
利
に
相
当
す
る
権
利
を
害
す
る
こ
と
な
く
、

又
は
同
項
に
規
定
す
る
権
利
に
相
当
す
る
権
利
を
有

す
る
者
若
し
く
は
そ
の
承
諾
を
得
た
者
に
よ
り
譲
渡

さ
れ
た
著
作
物
の
原
作
品
又
は
複
製
物

第
三
十
条
第
一
項
中
「
場
合
に
は
、
公
衆
の
使
用
に
供

す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
設
置
さ
れ
て
い
る
自
動
複
製
機

器
（
複
製
の
機
能
を
有
し
、
こ
れ
に
関
す
る
装
置
の
全
部

又
は
主
要
な
部
分
が
自
動
化
さ
れ
て
い
る
機
器
を
い
う
。）

を
用
い
て
複
製
す
る
と
き
」
を
「
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る

場
合
」
に
改
め
、
同
項
に
次
の
各
号
を
加
え
る
。

一

公
衆
の
使
用
に
供
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
設
置

さ
れ
て
い
る
自
動
複
製
機
器（
複
製
の
機
能
を
有
し
、

こ
れ
に
関
す
る
装
置
の
全
部
又
は
主
要
な
部
分
が
自

動
化
さ
れ
て
い
る
機
器
を
い
う
。）を
用
い
て
複
製
す

る
場
合

二

技
術
的
保
護
手
段
の
回
避
（
技
術
的
保
護
手
段
に

用
い
ら
れ
て
い
る
信
号
の
除
去
又
は
改
変
（
記
録
又

は
送
信
の
方
式
の
変
換
に
伴
う
技
術
的
な
制
約
に
よ

る
除
去
又
は
改
変
を
除
く
。）を
行
う
こ
と
に
よ
り
、

当
該
技
術
的
保
護
手
段
に
よ
つ
て
防
止
さ
れ
る
行
為

を
可
能
と
し
、
又
は
当
該
技
術
的
保
護
手
段
に
よ
つ

て
抑
止
さ
れ
る
行
為
の
結
果
に
障
害
を
生
じ
な
い
よ

う
に
す
る
こ
と
を
い
う
。
第
百
二
十
条
の
二
第
一
号

及
び
第
二
号
に
お
い
て
同
じ
。）に
よ
り
可
能
と
な

り
、
又
は
そ
の
結
果
に
障
害
が
生
じ
な
い
よ
う
に
な

つ
た
複
製
を
、
そ
の
事
実
を
知
り
な
が
ら
行
う
場
合

第
三
十
八
条
第
一
項
中
「
口
述
し
、
又
は
上
映
す
る
」

を
「
上
映
し
、
又
は
口
述
す
る
」
に
、「
口
述
又
は
上
映
」

を
「
上
映
又
は
口
述
」
に
改
め
る
。

第
四
十
六
条
第
一
号
中
「
増
製
す
る
」
を
「
増
製
し
、

又
は
そ
の
増
製
物
の
譲
渡
に
よ
り
公
衆
に
提
供
す
る
」
に

改
め
、
同
条
第
二
号
中
「
複
製
す
る
」
を
「
複
製
し
、
又

は
そ
の
複
製
物
の
譲
渡
に
よ
り
公
衆
に
提
供
す
る
」
に
改

め
、
同
条
第
四
号
中
「
も
つ
ぱ
ら
」
を
「
専
ら
」
に
、「
複

製
す
る
」
を
「
複
製
し
、又
は
そ
の
複
製
物
を
販
売
す
る
」

に
改
め
る
。

第
四
十
七
条
の
二
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

第
八
十
五
条

削
除

第
八
十
九
条
第
一
項
中
「
及
び
第
九
十
五
条
の
二
第
一

項
」
を
「
、
第
九
十
五
条
の
二
第
一
項
及
び
第
九
十
五
条

の
三
第
一
項
」
に
、「
第
九
十
五
条
の
二
第
三
項
」
を
「
第

九
十
五
条
の
三
第
三
項
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
及

び
第
九
十
七
条
の
二
第
一
項
」
を
「
、
第
九
十
七
条
の
二

第
一
項
及
び
第
九
十
七
条
の
三
第
一
項
」
に
、「
第
九
十
七

条
の
二
第
三
項
」
を
「
第
九
十
七
条
の
三
第
三
項
」
に
改

め
る
。

第
九
十
五
条
の
二
第
四
項
中
「
前
条
第
四
項
」
を
「
第

九
十
五
条
第
四
項
」
に
、「
第
九
十
五
条
の
二
第
三
項
」
を

「
第
九
十
五
条
の
三
第
三
項
」
に
改
め
、
同
条
第
五
項
中

「
前
条
第
四
項
」
を
「
第
九
十
五
条
第
四
項
」
に
改
め
、

同
条
第
六
項
中
「
前
条
第
六
項
」
を
「
第
九
十
五
条
第
六

項
」
に
改
め
、
第
四
章
第
二
節
中
同
条
を
第
九
十
五
条
の

三
と
す
る
。

第
九
十
五
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
譲
渡
権
）

第
九
十
五
条
の
二

実
演
家
は
、
そ
の
実
演
を
そ
の
録
音

物
又
は
録
画
物
の
譲
渡
に
よ
り
公
衆
に
提
供
す
る
権
利

を
専
有
す
る
。

２

前
項
の
規
定
は
、
次
に
掲
げ
る
実
演
に
つ
い
て
は
、

適
用
し
な
い
。

一

第
九
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
権
利
を
有
す
る

者
の
許
諾
を
得
て
録
画
さ
れ
て
い
る
実
演

二

第
九
十
一
条
第
二
項
の
実
演
で
同
項
の
録
音
物
以

外
の
物
に
録
音
さ
れ
、
又
は
録
画
さ
れ
て
い
る
も
の

３

第
一
項
の
規
定
は
、
実
演
（
前
項
各
号
に
掲
げ
る
も

の
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。）の
録
音
物

又
は
録
画
物
で
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も

の
の
譲
渡
に
よ
る
場
合
に
は
、
適
用
し
な
い
。

一

第
一
項
に
規
定
す
る
権
利
を
有
す
る
者
又
は
そ
の

許
諾
を
得
た
者
に
よ
り
公
衆
に
譲
渡
さ
れ
た
実
演
の

録
音
物
又
は
録
画
物

二

第
一
項
に
規
定
す
る
権
利
を
有
す
る
者
又
は
そ
の

承
諾
を
得
た
者
に
よ
り
特
定
か
つ
少
数
の
者
に
譲
渡

さ
れ
た
実
演
の
録
音
物
又
は
録
画
物

三

こ
の
法
律
の
施
行
地
外
に
お
い
て
、
第
一
項
に
規

定
す
る
権
利
に
相
当
す
る
権
利
を
害
す
る
こ
と
な

く
、
又
は
同
項
に
規
定
す
る
権
利
に
相
当
す
る
権
利

を
有
す
る
者
若
し
く
は
そ
の
承
諾
を
得
た
者
に
よ
り

譲
渡
さ
れ
た
実
演
の
録
音
物
又
は
録
画
物

第
九
十
七
条
の
二
第
四
項
中
「
前
条
第
三
項
」
を
「
第

九
十
七
条
第
三
項
」
に
改
め
、
同
条
第
五
項
中
「
前
条
第

三
項
」
を
「
第
九
十
七
条
第
三
項
」
に
、「
第
九
十
五
条
の

二
第
四
項
後
段
」
を
「
第
九
十
五
条
の
三
第
四
項
後
段
」

に
改
め
、
同
条
第
六
項
中
「
前
条
第
三
項
」
を
「
第
九
十

七
条
第
三
項
」
に
改
め
、
第
四
章
第
三
節
中
同
条
を
第
九

七
条
の
三
と
す
る
。

第
九
十
七
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
複
製
権
の
制
限
に
よ
り
作
成
さ
れ
た
複
製
物
の
譲

渡
）

第
四
十
七
条
の
三

第
三
十
一
条
第
一
号
、第
三
十
二
条
、

第
三
十
三
条
第
一
項
（
同
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す

る
場
合
を
含
む
。）、
第
三
十
四
条
第
一
項
、
第
三
十
五

条
、
第
三
十
六
条
第
一
項
、
第
三
十
七
条
第
一
項
、
第

三
十
九
条
第
一
項
、
第
四
十
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二

項
、
第
四
十
一
条
、
第
四
十
二
条
、第
四
十
二
条
の
二
、

第
四
十
六
条
又
は
第
四
十
七
条
の
規
定
に
よ
り
複
製
す

る
こ
と
が
で
き
る
著
作
物
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
の
適
用

を
受
け
て
作
成
さ
れ
た
複
製
物（
第
三
十
一
条
第
一
号
、

第
三
十
五
条
、
第
三
十
六
条
第
一
項
又
は
第
四
十
二
条

の
規
定
に
係
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
映
画
の
著
作
物
の

複
製
物
（
映
画
の
著
作
物
に
お
い
て
複
製
さ
れ
て
い
る

著
作
物
に
あ
つ
て
は
、
当
該
映
画
の
著
作
物
の
複
製
物

を
含
む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。）
を
除
く
。）

の
譲
渡
に
よ
り
公
衆
に
提
供
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た

だ
し
、
第
三
十
一
条
第
一
号
、
第
三
十
五
条
、
第
四
十

一
条
、
第
四
十
二
条
又
は
第
四
十
二
条
の
二
の
規
定
の

適
用
を
受
け
て
作
成
さ
れ
た
著
作
物
の
複
製
物
（
第
三

十
一
条
第
一
号
、
第
三
十
五
条
又
は
第
四
十
二
条
の
規

定
に
係
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
映
画
の
著
作
物
の
複
製

物
を
除
く
。）を
、
第
三
十
一
条
第
一
号
、第
三
十
五
条
、

第
四
十
一
条
、
第
四
十
二
条
又
は
第
四
十
二
条
の
二
に

定
め
る
目
的
以
外
の
目
的
の
た
め
に
公
衆
に
譲
渡
す
る

場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

第
六
十
九
条
の
見
出
し
中
「
録
音
」
の
下
に
「
等
」
を

加
え
、
同
条
中
「
録
音
の
」
を
「
録
音
又
は
譲
渡
に
よ
る

公
衆
へ
の
提
供
の
」
に
、「
そ
の
協
議
が
」
を
「
、
そ
の
協

議
が
」
に
改
め
、「
当
該
録
音
」
の
下
に
「
又
は
譲
渡
に
よ

る
公
衆
へ
の
提
供
」
を
加
え
る
。

第
八
十
五
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

œ


